
新 旧 図表２．２２ 信号制御機の製造年度別ストック数（令和2年度末現在）           （大型道路標識） 本県では、令和 2 年度末現在 3,038 箇所の大型道路標識を維持管理している。  (写真略)  道路標識については更新基準が定められていない。そこで、県警察本部が定めた交通安全施設管理要綱による点検結果にもとづき、適正な運用、維持管理や更新を行う必要がある。 

図表２．２０ 信号制御機の製造年度別ストック（平成 26年度末現在）           （大型道路標識） 本県では、平成 26 年度末現在 3,085 箇所の(追加)道路標識を維持管理している。  (写真略)  道路標識については明確な耐用年数が定められていない。そこで、交通安全施設の点検整備について、交通安全施設管理要綱を定めており、交通安全施設全般の適正な管理及び運  

追  加 



新 旧 なお、これら各施設について、個別施設計画を策定済である。  （３）有形固定資産(建物)の減価償却状況  図表２．２３に示すとおり、建物のうち、事業用資産の減価償却率については、概ね増加傾向(老朽化傾向)にあるが平成30 年度から令和元年度にかけては、減少している。これは、大規模な新規施設の供用開始等に伴い、新規施設による資産額の増加が減価償却額を上回ったためである。  図表２．２３ 建物の減価償却率の推移        ※1 事業用資産：庁舎、商工観光施設、福祉施設、公営住宅、教育施設等 ※2 インフラ資産：道路、河川、公園、下水道施設等 ※3 インフラ資産の建物について、H28 年度から H29 年度にかけて減価償却率が減少しているが、これは資産照合等の作業を 進める中で明らかとなった修正すべき点について修正したためである  

用に努めている。  （追加）        （追加）        （追加） 
 



新 旧 
第３章第３章第３章第３章    基本的な方針基本的な方針基本的な方針基本的な方針     ３．１３．１３．１３．１    全体的な取組全体的な取組全体的な取組全体的な取組((((ファシリティマネジメントファシリティマネジメントファシリティマネジメントファシリティマネジメント※※※※))))    （略）  ３．１．１３．１．１３．１．１３．１．１    長寿命化・耐震化の推進長寿命化・耐震化の推進長寿命化・耐震化の推進長寿命化・耐震化の推進        公共施設及びインフラ施設の資産全体に対し、「品質」、「数量」、「コスト」についての適正性と、それを支える                                            「組織・体制」、「情報管理」について検証を行う。将来にわたって利用する施設については、施設改修の優先順位の明確化と計画的な改修の実施により、施設全体にかかるライフサイクルコストの軽減や平準化を図るとともに、「事後保全」※1から、「予防保全」※2への転換を進める。 また、それぞれの施設で定める実施方針に基づき、老朽化の度合いや進行状況を把握し、修繕、耐震化等により安全を確保する。また更新等においては中長期的な整備計画を策定して優先順位をつけて実施し、長期活用を前提とした施設整備に努める。   

第３章第３章第３章第３章    基本的な方針基本的な方針基本的な方針基本的な方針     ３．１３．１３．１３．１    全体的な取組全体的な取組全体的な取組全体的な取組((((ファシリティマネジメントファシリティマネジメントファシリティマネジメントファシリティマネジメント＊＊＊＊))))    （略）  ３．１．１３．１．１３．１．１３．１．１    長寿命化・耐震化の推進長寿命化・耐震化の推進長寿命化・耐震化の推進長寿命化・耐震化の推進        公共施設及びインフラ施設の資産全体に対し、「品質」、「数量」、「コスト」についての適正性と、それを支える「組織・体制」、「情報管理」について検証を行う。将来にわたって利用する施設については、施設改修の優先順位の明確化と計画的な改修の実施により、施設全体にかかるライフサイクルコストの軽減や平準化を図る。また「事後保全」*1 から、「予防保全」*2への転換を進める。 それぞれの施設で定める実施方針に基づき、老朽化の度合いや進行状況を把握し、修繕、耐震化等により安全を確保する。また更新等においては中長期的な整備計画を策定して優先順位をつけて実施し、長期活用を前提とした施設整備に努める。    



新 旧 ３．１．２３．１．２３．１．２３．１．２    保有総量最適化保有総量最適化保有総量最適化保有総量最適化     (中略)なお、資産総量の最適化については、資産評価や施設再配置、積極的な売却等従来の取組に加え、令和３年度に立ち上げた総量最適化作業部会において、施設分類毎に必要な施設の判断基準等を検討し、評価を実施することにより、さらなる総量最適化を図る。 また、それぞれの施設で定める実施方針に基づき、管 理コストを削減し、余剰地が存する場合は売却・貸付に よる自主財源の確保に努める。  ３．１．３３．１．３３．１．３３．１．３    県有資産の有効活用県有資産の有効活用県有資産の有効活用県有資産の有効活用     （中略）また、それぞれの施設で定める実施方針に基づき、県民の利便性・快適性の向上、安全安心の確保、地域の活性化等を図る。（以下略）  ３．２３．２３．２３．２    具体的な取組と個別の方針具体的な取組と個別の方針具体的な取組と個別の方針具体的な取組と個別の方針          

３．１．２３．１．２３．１．２３．１．２    保有総量最適化保有総量最適化保有総量最適化保有総量最適化     (中略)（追加）     （追加）それぞれの施設で定める実施方針に基づき、管理コストを削減し、余剰地が存する場合は売却・貸付による自主財源の確保に努める。  ３．１．３３．１．３３．１．３３．１．３    県有資産の有効活用県有資産の有効活用県有資産の有効活用県有資産の有効活用     （中略）（追加）それぞれの施設で定める実施方針に基づき、県民の利便性・快適性の向上、安全安心の確保、地域の活性化等を図る。（以下略）  ３．２３．２３．２３．２    具体的な取組と個別の方針具体的な取組と個別の方針具体的な取組と個別の方針具体的な取組と個別の方針       



新 旧 ３．２．１３．２．１３．２．１３．２．１    公共施設公共施設公共施設公共施設     公共施設の有効活用を図ることで県民ニーズに応じら れる機能を継続的に維持・運営していくため、公共施設 の選択と投資の集中を推進する。 （削除）             （１）公共施設の選択と投資の集中（評価）の実施方針  今後維持する公共施設を選択するに当たって、各施設 

３．２．１３．２．１３．２．１３．２．１    公共施設公共施設公共施設公共施設     公共施設の有効活用を図ることで県民ニーズに応じられる機能を継続的に維持・運営していくため、公共施設の選択と投資の集中を推進する。 今後維持する公共施設を選択するに当たって、各施設の評価を行う。評価の結果、利用しないこととなった公共施設は売却・貸付等を行い、自主財源の確保に努め、資産総量の縮小・適正化を図る。利用を継続することとなった公共施設は、統廃合、長寿命化等を検討し、資産の利用価値の最大化、ライフサイクルコストの軽減・平準化、また「事後保全」から、「予防保全」への転換を進める。 利用を続ける公共施設や集約を行った公共施設等に関しては、計画的な整備や予防保全措置を講じて長寿命化を推進することにより、安全性・機能性を確保するとともにトータルコストを縮減し、財政負担の平準化を図る。  （追加）  



新 旧 の評価を行う。評価の結果、利用しないこととなった公共施設は売却・貸付等を行い、自主財源の確保に努め、資産総量の縮小・適正化を図る。利用を継続することとなった公共施設は、統廃合、長寿命化等を検討し、資産の利用価値の最大化、ライフサイクルコストの軽減・平準化、また「事後保全」から、「予防保全」への転換を進める。 利用を続ける公共施設や集約を行った公共施設等に関しては、計画的な整備や予防保全措置を講じて長寿命化を推進することにより、安全性・機能性を確保するとともにトータルコストを縮減し、財政負担の平準化を図る。  図表３．１ 評価結果と公共施設活用のイメージ         

            図表３．１ 評価結果と公共施設活用のイメージ  
 

資産評価（1次評価、2次評価、3次評価）機能向上・保全一元化集約・転用等売却・貸付等 <資産の利用価値の最大化>・公設民営、ＰＦＩ手法の活用・市町村との共同利用・まちづくりの視点による跡地活用 等 <ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの軽減・平準化><予防保全と事後保全に分けた適切な維持管理>・建物耐震化の促進・施設整備計画の策定支援 等ＦＦＦＦＭＭＭＭ３３３３つつつつのののの柱柱柱柱 ①保有総量最適化 ②県有資産の有効活用 ③長寿命化・耐震化の推進<資産総量の縮小・適正化>・設置義務や目的等の見直し・低・未利用資産の積極的な売却・エリアマネジメント等
評価後、関係者（機関）との協議調整を経て、方針決定方向性が決定した資産から質と量を見直し現在の資産ストック利用しない 利用する



新 旧 ①資産評価(見える化)(1次～3次評価)  資産評価(見える化)では、評価の体系としては 3段階であり、公共施設がどのような状態であるか、今後どのように活用等が可能であるか、公共施設を取り巻く個別の事情や政策の中での位置付けはどうか、をそれぞれ検討することとする。 評価の方法については、公共施設の建物性能やニーズ・効率性を、客観的な数値で視覚的に表現し、評価 する『1次評価』、今後の方向性検討のために設置目的、立地環境、県有施設としてのふさわしさ等の（削除）評価を行う『2次評価』及び所管部局における個別計画やビジョン等との調整を行い、加えてコスト評価を行った上で、各施設のあり方の方向性について庁内合意を図る『3次評価』の 3つのステップに分けて実施する。   １次評価        1次評価は、（削除）『建物性能』（削除）及び『ニーズ・効率性』（削除）について、各公共施設の相対的な 

（１）資産評価（見える化）    （追加）評価の体系としては 3 段階であり、公共施設がどのような状態であるか、今後どのように活用等が可能であるか、公共施設を取り巻く個別の事情や政策の中での位置付けはどうか、をそれぞれ検討することとする。 評価の方法については、公共施設の建物性能やニーズ・効率性を、客観的な数値で視覚的に表現し、評価する『1次評価』、今後の方向性検討のために設置目的、立地環境、県有施設としてのふさわしさ等の視点からフローチャートにより評価を行う『2 次評価』及び所管部局における個別計画やビジョン等との調整を行い、加えてコスト評価を行った上で、各施設のあり方の方向性について庁内合意を図る『3次評価』の 3 つのステップに分けて実施する。  １次評価        1 次評価は、図表３．２のように『建物性能』（横軸）及び『ニーズ・効率性』（縦軸）の 2軸から成  



新 旧 位置付けを評価する。（以下略）   （削除）           ２次評価      2次評価は、1次評価での評価に加えて法定設置義 務の有無や（削除）立地環境の良否、立地環境の良否、県の運営への関与の有無などの公共施設の性質的な評価を行う。  

るポートフォリオにより各公共施設の相対的な位置付けを表す。（以下略）  図表３．２ 1次評価のイメージ           ２次評価      2次評価は、1次評価での評価に加えて法定設置義務の有無や施設機能移転の可否、立地環境の良否などを考慮する目的で、図表３．３のようなフローチャート形式により評価を行う。   



新 旧 （削除）         ３次評価        （中略）この評価結果に基づき、図表３．２のように今後の維持管理や改修等の程度を整備レベルの区分に分類し、利活用の方法に応じた公共施設整備等を進めていく。  図表３．２ 資産評価結果と整備レベルのイメージ （図表略）   

図表３．３ 2次評価のイメージ         ３次評価        （中略）この評価結果に基づき、図表３．４のように今後の維持管理や改修等の程度を整備レベルの区分に分類し、利活用の方法に応じた公共施設整備等を進めていく。  図表３．４ 資産評価結果と整備レベルのイメージ （図表略）     



新 旧 ②さらなる総量最適化に向けた評価  資産評価(見える化)では、平成 25 年度から 28 年度にかけて評価を行い、以降は課題を有する資産について再評価を実施し、施設の廃止や集約等の最適化を進めてきた。一方で、暫定利用と評価した資産についてあり方の見直しが進まない等の課題もあり、さらなる総量最適化に向けた取り組みが必要になっている。このことから、令和 3 年度に立ち上げた総量最適化作業部会において、さらなる総量最適化を推進する。 さらなる総量最適化の取組手法は、県の公共施設を大きく行政事務施設と、設置義務のある県民利用施設及び集客施設等とに分け、それぞれに定性評価・定量評価を行い、評価結果に基づき存続と廃止の候補施設をリストアップし、ファシリティマネジメント推進本部会議で審議のうえ施設の存続・廃止を決定する。そこで廃止を決定した施設については、有効活用・売却を検討し、また、存続を決定した施設についても、長寿命化とともに規模縮小、集約・複合化、統合を検討することとする。 

（追加）                      



新 旧 （２） 公共施設マネジメントの実施方針  ①点検等の実施方針（略）  ②維持管理・更新等の実施方針（略）  ③安全確保の実施方針  （中略）また、用途が廃止され利用される見込みのない公共施設等で倒壊の可能性が高い施設については、解体・撤去等により適切に管理することで安全を確保する。  ④耐震化の実施方針  本県では、平成 19 年 3 月に「奈良県耐震改修促進計画」を策定し、庁舎、学校（削除）等の県有建築物の耐震化に取り組んでおり、平成 28 年 3 月及び令和 3 年 3月には、目標の見直し等計画の改定を行った。最新の計画では、県有建築物を令和 7 年度までに耐震化率 98％以上とする目標を示し、これを達成するため令和 3年 4 

（２） 公共施設（追加）の実施方針  ①点検等の実施方針（略）  ②維持管理・更新等の実施方針（略）  ③安全確保の実施方針  （中略）また、倒壊の可能性が高い施設や、用途が廃止され利用される見込みのない公共施設等については、解体・撤去等により適切に管理することで安全を確保する。  ④耐震化の実施方針  本県では、平成 19年 3月に策定した「奈良県耐震改修促進計画」において、庁舎、学校、病院等の県有建築物(追加)平成 27 年度までに耐震化率 90％以上とする目標を示し、これを達成するため平成 20 年 3 月「県有建築物の耐震改修プログラム(追加）」を作成、県有建築物の耐震化を推進している（平成 27年 4月 1日）  



新 旧 月「県有建築物の耐震改修プログラム（平成 20年 3 月策定）」を改訂し、県有建築物の耐震化を推進している。（令和 3 年 4 月時点で、耐震対象建築物 1,719 棟に対して、耐震対策済み 1,644 棟、耐震化率 95.63％）（以下略）  図表３．３ 県有建築物の施設分類による耐震対策状況 （令和 3 年 4月 1日現在）         ※施設分類は、「県有建築物の耐震改修プログラム」の施設分類とは異なる。(本計画の施設分類に合わせて再分類) ※「県有建築物の耐震改修プログラム」は、軽易な建築物（車庫、倉庫、屋外便所等）や用途廃止施設等を対象外としている。  

現在、耐震対象建築物 1,892 棟に対して、耐震対策済み 1,619 棟、耐震化率 86％）。（以下略）     図表３．３ 県有建築物の施設分類による耐震対策状況 （平成 27年 4月 1日現在）         （追加）   （追加）   



新 旧 ⑤長寿命化の実施方針（略）  ⑥資産活用方針  （中略）特に低・未利用となっている公共施設が、市町村の行うまちづくりの検討エリア内に存在する場合、市町村へ売却・貸付を行うことを検討し、まちづくりに貢献するように活用する。（→イ まちづくりへの活用方針）（以下略）  ア 統廃合の実施方針（略）  イ 統廃合の実施方針  （中略）低・未利用となっている県有の公共施設 が、市町村の行うまちづくりの検討エリア内に存在 する場合、県は市町村と協議を行い、県から市町村 へ売却・貸付を行うことを検討する。このときには、エリアの中心となる拠点への都市機能の集積、エリアの特色に応じた機能の充実・強化を図るとともに、拠点間相互の連携を強化し、県全体として総合力を発揮 

⑤長寿命化の実施方針（略）  ⑥資産活用方針  （中略）（追加）低・未利用となっている公共施設が、市町村の行うまちづくりの検討エリア内に存在する場合、市町村へ売却・貸付を行うことを検討し、まちづくりに貢献するように活用する。（→イ まちづくりへの活用方針）（以下略）  ア 統廃合の実施方針（略）  イ 統廃合の実施方針  （中略）低・未利用となっている県有の公共施設が、市町村の行うまちづくりの検討エリア内に存在する場合、県は市町村と協議を行い、県から市町村へ売却・貸付を行うことを検討し、まちづくりに活用する。エリアの中心となる拠点への都市機能の集積、エリアの特色に応じた機能の充実・強化を図るとともに、拠点間相互の連携を強化し、県全体とし  



新 旧 する都市形成を目指す。具体例として、「県庁舎系施設中部地域再配置計画」に基づいて庁舎を集約化した際、未利用となった桜井総合庁舎、桜井土木事務所について、医療・福祉・防災の新拠点施設として桜井市が、高田総合庁舎について、シビックコア周辺地区として大和高田市がそれぞれ整備することとし、建物、土地の売却に関して、減額する財政支援を行っている。また、旧五條高等学校の跡地について、五條中心市街地地区として五條市が整備することとし、土地の売却に関して補助金交付の財政支援を行っている。（以下略）  ウ 民間活用方針  公共施設の運営、整備等に関し、民間を活用することにより、県民の利便性の向上、業務の効率化、維持管理コストの削減、自主財源の確保が図られるものについては、民間活用を積極的に検討する。（以下略）    

て総合力を発揮する都市形成を目指す。具体例として、平成 26 年度に「県庁舎系施設中部地域再配置計画」に基づいて庁舎を集約化した際、未利用となった桜井総合庁舎、桜井土木事務所について、医療・福祉・防災の新拠点として桜井市が整備することとし、建物、土地の売却・貸付に関して減額する財政支援を行っている。（以下略）      ウ 民間活用方針  公共施設の運営、整備等について、民間を活用することにより、県民の利便性の向上、業務の効率化、維持管理コストの削減、自主財源の確保が図られるものについては、民間活用を積極的に検討する。（以下略）    



新 旧 ⑦売却・貸付等の実施方針  （中略）市街地にあって、敷地が地域活性化への活用 を期待できる立地にある公共施設は、移転して跡地を市町村へ売却・貸付することを検討し、地域の活性化へ役立たせ、また、自主財源の確保を図る。 なお、本計画期間中における資産売却の実績は、図表３．４のとおりである。  図表３．４ 資産売却実績策状況  

⑦売却・貸付等の実施方針  （中略）市街地にあって、敷地が地域活性化への活用を期待できる立地にある公共施設は、移転して跡地を市町村へ売却・貸付することを検討し、地域の活性化へ役立たせ、また、自主財源の確保を図る。 （追加）   （追加）             

1 法蓮公舎跡地 奈良市法蓮町757-5 4,820.392 田原本資材倉庫跡地 田原本町阪手834-1，835-1，837-1，1054-1 3,429.953 法蓮町公舎跡地 奈良市法蓮町781-2 967.724 葛城川廃川敷 大和高田市大字今里川合方43-1、98-2 1096.935 佐味田川廃川敷 北葛城郡河合町大字穴闇1181 4.776 佐保山団地 奈良市佐保山台一丁目890番1、896番1 6,077.757 河川事業未利用地 橿原市小槻町445-2 76.008 古都保存買入地 明日香村大字奥山159番1 80.369 旧奈良三条教職員住宅 奈良市三条檜町29 1,663.3510 御所実業高等学校（学校敷地一部） 御所市玉手335-2、338-2、339-1 389.4111 天理斑鳩線代替地 桜井市大西368-1　外 1,28112 佐保山団地（一部） 奈良市佐保台1丁目847-1　外 19,52913 県営御所工区幹線水路分水槽不用地 葛城市新村55番2 6614 旧国際研修館 奈良市高畑町102-1 1,434.9815 旧橿原第二職員住宅 橿原市白橿町6丁目7-1 1,363.2416 旧橿原第三教職員住宅 橿原市白橿町6丁目7-2 1,592.317 旧北郡山職員住宅 大和郡山市北郡山町244-24 192.2318 奈良県立医科大学新キャンパス予定地 橿原市四条町　外 1,81919 京奈和代替地（大和高田市根成柿） 大和高田市根成柿237-1　外 2,45920 壱分 生駒市小瀬町976 59121 吉野川浄化センター敷地（一部） 五條市二見5丁目1314-1 35,29222 旧橿原職員住宅 橿原市白橿町4丁目 1,44323 旧郡山保健所 大和郡山市植槻町3-16 2,82524 医大新キャンパス予定地（市道） 橿原市四条町　外 5,23225 旧山本公舎 橿原市山本町170 2,42526 新堂町県有地 橿原市新堂町 55427 旧高田総合庁舎 大和高田市大中 6,47728 旧五條高等学校敷地 五條市岡口1丁目 21,60729 旧耳成高校跡地の一部 橿原市常盤町　外 17,89130 南紀寺職員住宅 奈良市南紀寺町3丁目818番 3,39731 久米公舎 橿原市久米町860-1 42332 元橿原待機宿舎 橿原市御坊町49 40933 厚生労働省貸付地 奈良市紀寺町838-20 5034 県営プール 奈良市三条大路1丁目 3,41735 旧水道建設事務所 橿原市小房町11-1 1,11336 県営プール 奈良市三条大路1丁目 3,966

整理番号 資産名 所在地 敷地面積



新 旧 加えて、売却に向けた条件整理中の資産や一般競争入札等による売払いを実施したが、売却に至っていない資産については、売却まで維持管理経費等を要するため、負担軽減の観点からも、売却だけではなく、貸付も積極的に実施する。  ⑧予算管理に関する実施方針（略）  （３） 公共施設の類型ごとの実施方針  公共施設については「３．２．１（２）公共施設マネジメントの実施方針」において定めた方針に従って、総合的かつ計画的な管理を行うこととする。 公共施設の主な類型については、以下に個別の実施方針を併せて定めるが、施設の特性により類型ごとの実施方針を適用しがたい施設については、「３．２．１(2)公共施設マネジメントの実施方針」に従って、適正な施設管理を図ることとする。 

（追加）      ⑧予算管理に関する実施方針（略）  （３） 公共施設の類型ごとの実施方針  公共施設については「３．２．１（２）公共施設追加の実施方針」において定めた方針に従って、総合的かつ計画的な管理を行うこととする。 公共施設の主な類型については、以下に個別の実施方針を併せて定めるが、施設の特性により類型ごとの実施方針を適用しがたい施設については、「３．２．１(2)公共施設追加の実施方針」に従って、適正な施設管理を図ることとする。     



新 旧 ①庁舎系施設      (令和 3年 4月 1日現在)    (現状・課題) 本県の行政事務を執行するために必要不可欠な施設であるが、全般的に老朽化の度合いが高い。     (これまでの取組) （中略）具体例として、「県庁舎系施設北部地域再配置計画」に基づき、平成 23年度に奈良総合庁舎及び郡 山総合庁舎として 7 施設（14 事務所）を集約し、また「県庁舎系施設中部地域再配置計画」に基づき、平成 26 年度に橿原総合庁舎として 6施設（13 事務所）を 集約した。さらに、「県庁舎系施設南部地域再配置計画」に基づき、令和 3 年度に五條市役所との合同庁舎を整備し、五條総合庁舎として県の 4施設(4 事務所)を集約した。 

①庁舎系施設      (平成 27 年 4 月 1 日現在)    (現状・課題) 本県の行政事務を執行するために必要不可欠な施設であるが、全般的に老朽化の度合いが高く、耐震化率も他の分類の施設に比べ低い状況となっている。特に、小規模で老朽化した単独庁舎の整備について、今後の活用のあり方を含めた検討が必要となっている。  (これまでの取組) （中略）具体例として、「県庁舎系施設北部地域再配置計画」に基づき、平成 23 年度に奈良総合庁舎及び郡山総合庁舎として 7施設（14 事務所）を集約し、また「県庁舎系施設中部地域再配置計画」に基づき、平成26 年度に橿原総合庁舎として 6 施設（13 事務所）を集約した。（追加）    

施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 事務庁舎 30 100,578 県庁舎、総合庁舎 等 事業系施設 4 59,628 中央卸売市場 等 研修施設 3 12,435 自治研修所 等 



新 旧 また、長寿命化の取組として、令和 2年度に、女性センターの外壁タイルの補修を実施し、ユニバーサルデザインの取組として、平成 30年度に県庁舎のトイレの洋式化を実施した。        （今後の取組方針） ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        有資格者による建築基準法第 12条点検等を定期的に実施するとともに、庁舎系施設の中には、延床面積が広い大規模な施設が多く、メンテナンスサイクルに基づいた「予防保全」による更新が必要である。 また、令和 2 年度までに策定した個別施設計画に基づき計画的な更新を行う。（以下略） 

           （今後の取組方針） ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        （追加）庁舎系施設の中には、延床面積が広い大規模な施設が多く、メンテナンスサイクルに基づいた「予防保全」による更新が必要である。  また、中長期整備計画を策定し、計画的な更新を行う。（以下略）  



新 旧 イ 耐震化の実施方針        「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、耐震化を進める。耐震性能の低い施設は、廃止または早期に耐震化を進める。   ウ 長寿命化の実施方針（略）        エ 有効活用の実施方針        引き続き、施設集約、再配置により、行政サービスのワンストップサービス化による県民の利便性の向上を図る。（以下略）  ②研究・検査施設  (令和 3年 4月 1日現在)      

イ 耐震化の実施方針  「県有建築物の耐震改修プログラム」による耐震化の進捗が思わしくないため、今後維持する施設で耐震性能の低い施設は、（追加）早期に耐震化を進める。  ウ 長寿命化の実施方針（略）        エ 有効活用の実施方針        これまでの取組のような、施設集約、再配置により、行政サービスのワンストップサービス化による県民の利便性の向上を図る。（以下略）  ②研究・検査施設  (平成 27年 4月 1日現在)       
施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 試験研究施設 9 36,252 産業振興総合センター 等 研究施設 4 26,516 教育研究所 等 保健衛生施設 6 7,910 保健所 等 



新 旧 (現状・課題) 本県の研究・検査施設は、公設試験研究機関と呼ばれる試験研究施設と考古学、教育といった専門分野を取り扱う研究施設があり、基本的には単独で設置されており、相互に関連することが少なかった。 しかしながら、漢方のメッカ推進プロジェクトにみられるように、農業・薬事・産業の分野で連携する取組が進みつつある。また、研究の高度化にも対応した施設の必要性が高まっている。  (これまでの取組)    長寿命化の取組として、令和 2年度から 3年度にかけて、果樹・薬草研究センター(柿博物館)の屋上防水を実施した。  (今後の取組方針） ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針  各施設の研究分野・テーマに基づき、必要な規模、機能を維持し、また、各研究分野の研究の高度化により必要となる規模、機能を確保できるよう、有資格者 

(現状・課題) 本県の研究施設は、公設試験研究機関と呼ばれる施設や、考古学、教育といった専門分野の（追加）研究施設であるため、基本的には単独で設置されており、相互に関連することが少なかった。 しかしながら、漢方薬に関するプロジェクトにみられるように、農業・薬事・産業の分野で連携する取組が進みつつある。また、研究の高度化にも対応した施設の必要性が高まっている。  （追加）     (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        各研究施設の研究分野・テーマに基づき、必要な規模、機能を維持し、また、各研究分野の研究の高度化により必要となる規模、機能を確保できるよう、  



新 旧 による建築基準法第 12 条点検等を定期的に実施するとともに、計画的な更新・修繕等を行う。必要に応じて施設間で連携して、機能の役割分担や、受託研究を行うことで対応し、施設の新設や更新費を縮減することが必要である。(以下略)  イ 耐震化の実施方針  「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、耐震改修を進める。あり方検討中の施設については、今後の施設のあり方について早急に方針を決定し、耐震性能の低い施設は早期に耐震化を進める。  ウ 長寿命化の実施方針  事業の継続期間や必要な機能を満たす施設規模などを考慮して、長寿命化のための改修を行う。  エ 有効活用の実施方針（略）   

計画的な更新・修繕等を行う。必要に応じて研究施設間で連携して、機能の役割分担や、受託研究を行うことで対応し、施設の新設や更新費を縮減することが必要である。(以下略)   イ 耐震化の実施方針  「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、耐震改修を進める。（追加）    ウ 長寿命化の実施方針        研究の継続期間、研究に必要な機能を満たす施設規模などを考慮して、長寿命化のための改修を行う。  エ 有効活用の実施方針（略）   



新 旧 ③集客系施設      (令和 3年 4月 1日現在)       (現状・課題)（略）  (これまでの取組) 長寿命化の取組として、令和 2年度から 3年度にかけて次の取組を実施した。          

③集客系施設      (平成 27年 4月 1日現在)       (現状・課題)（略）  （追加）      
 

施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 文化施設 5 40,203 万葉文化館、美術館 等 集客施設 26 127,497 文化会館、競輪場 等 情報案内施設 9 6,277 法隆寺ｉセンター 等 運動公園 42 42,127 橿原公苑体育館 等 駐車場 4 6,284 大仏殿前自動車駐車場、奈良公園バスターミナル 等 
完了年度  施設名 長寿命化の取組 R2年度 文化会館 中央監視設備の改修 橿原文化会館 空調(冷温水器)の更新 県立美術館 直流電源装置の更新 空調(冷却塔等)の改修（設計） R3 年度 法隆寺 iセンター エレベーターの更新 文化会館 給水設備の改修 橿原文化会館 受変電設備の改修 非常用蓄電池の改修 県立美術館 空調(冷却塔等)の改修 屋上防排水の改修（設計） 民俗博物館 屋上防水 万葉文化館 屋根葺替 橿原考古学研究所附属博物館 屋上防水 



新 旧 (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        有資格者による建築基準法第 12 条点検等を定期的に実施するとともに、施設の利用状況や維持管理コストについての情報を収集・蓄積することにより、施設運営の効率化を進め、適正な受益者負担によって施設を運営することを目指す必要がある。（以下略）  イ 耐震化の実施方針        「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、耐震化を進める。あり方検討中の施設については、今後の施設の活用のあり方について早急に方針を決定し、今後維持する施設で耐震性能の低い施設は早期に耐震改修を進める。（以下略）            ウ 長寿命化の実施方針（略）  エ 有効活用の実施方針（略）          

(今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        （追加）施設の利用状況や維持管理コストについての情報を収集・蓄積することにより、施設運営の効率化を進め、適正な受益者負担によって施設を運営することを目指す必要がある。（以下略）   イ 耐震化の実施方針        「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づく耐震化の進捗が思わしくないため、今後の施設の活用のあり方について早急に方針を決定し、今後維持する施設で耐震性能の低い施設は早期に耐震改修を進める。（以下略）  ウ 長寿命化の実施方針（略）        エ 有効活用の実施方針（略）   



新 旧 ④教育施設        (令和 3年 4月 1日現在)      (現状・課題)（略）  (これまでの取組) （中略）また、再編により使用しなくなった県立高 校の跡地については、庁舎の集約先とするなどして活用を行った。 現在、「県立高等学校適正化実施計画」（平成 30 年 10月策定）に基づき、県立高校の質向上と再編成を図るため、令和２年度から「魅力と活力あるこれからの高校づくり」を進めているところである。 特別支援学校については、建物内の余剰スペースを 活用することや、普通科高等学校を改修して特別支援学校として活用すること等によって生徒数の増加に 対応してきたが、今後の児童生徒数の推移によっては、対応について検討が必要となっている。（以下略） 

④教育施設       (平成 27年 4月 1日現在)      (現状・課題)（略）  (これまでの取組) （中略）また、再編により使用しなくなった県立高校の跡地については、庁舎の集約先とするなどして活用を行ってきている。 （追加）    特別支援学校については、建物内の余剰スペースを活用することや、普通科高等学校を改修して特別支援学校として活用すること等によって生徒数の増加に対応してきたが、今後さらに需要は増えると予測される。（以下略）  

施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 高等学校 33 379,341 普通科高等学校 等 特別支援学校 10 75,285 養護学校、盲学校 等 大学 1 11,838 奈良県立大学(県有施設分) 養成施設 5 14,614 高等技術専門校 等 寄宿舎 5 7,599 高等学校総合寄宿舎 等 



新 旧 (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針  施設の利用者が多く、安全性を十分に確保すべき 施設であることから、有資格者による建築基準法第 12条点検等を定期的に実施するとともに、学校毎の施設の基本情報や点検結果等を示す「学校施設カルテ」を作成し、日常点検や補修のデータを管理・共有し、計画的な維持管理に努める。 （削除）     イ 耐震化の実施方針  特別支援学校については耐震化が完了している。 県立高校については、「県立高等学校適正化実施計画」に基づき、引き続き令和４年度末に耐震化が完了するよう改修等を進める。 

(今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針  施設の利用者が多く、安全性を十分に確保すべき施設であることから、（追加）日常点検や補修のデータを管理・共有し、計画的な維持管理に努める。    なお、今後も緊急度の高いものから順次更新するものとするが、低・未利用となっている棟などについては、必要最低限の維持管理によりコストの縮減を図る。  イ 耐震化の実施方針  特別支援学校については耐震化が完了している。県立高校についても平成 29 年度末までを耐震化の集中期間とし、引き続き、「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、集中的に耐震化を進める。 なお、教育を行いながら耐震化の工事を進めなけ  



新 旧       ウ 長寿命化の実施方針  令和 2 年度に策定した「奈良県立学校施設長寿命化整備計画」に及び個別施設計画に基づき、改修費の平準化を図りながら、計画的かつ効率的な施設整備を進める。  エ 有効活用の実施方針  （中略）なお、今後の再編計画の策定においては、カリキュラムの特色等の機能面の視点だけでなく、施設の維持管理の効率化等も念頭に置いた計画策定に努める。（以下略）   

ればならないため、工法や工期等で制約を受ける部分があり、工法の検討をはじめ課題を克服するための作業を早急に行い、耐震化を進める。 屋内運動場等の非構造部材（吊り天井など）の安全対策についても、引き続き取組を進める。  ウ 長寿命化の実施方針  施設規模が大きいことから、中長期整備計画を策定し、改修費の平準化を図りながら、大規模改修等を進める。   エ 有効活用の実施方針  （中略）なお、（追加）再編計画の策定においては、カリキュラムの特色等の機能面の視点だけでなく、施設の維持管理の効率化等も念頭に置いた計画策定に努める。（以下略）   



新 旧 ⑤社会福祉施設       (令和 3年 4月 1日現在)      (現状・課題)（略）  (これまでの取組) 集約化・複合化の取り組みとして、筒井寮と登美学園を集約し、藤の木学園として整備した。 また、長寿命化の取組として、令和 2年度に社会福祉総合センターの屋上防水を実施した。  (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        県立の社会福祉施設であることの役割を鑑み、今後も福祉行政を担う拠点施設であることから、有資格者による建築基準法第 12 条点検等を定期的に実施するとともに、適切な維持管理を進め、メンテナンスサイ 

⑤社会福祉施設      (平成 27 年 4 月 1 日現在)      (現状・課題)（略）  （追加）      (今後の取組方針） ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針  県立の（追加）福祉施設であることの役割を鑑み、今後も福祉行政を担う拠点施設であることから、（追加）持管理を進め、メンテナンスサイクルに基づいた「予防保全」による更新が必要である。  

施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 福祉総合施設 1 11,578 社会福祉総合センター 障害者福祉施設 2 18,551 障害者総合支援センター  等 福祉相談施設 2 2,718 中央こども家庭相談センター 等 自立支援施設 2 7,902 精華学院、藤の木学園 



新 旧 クルに基づいた「予防保全」による更新が必要である。 また、令和 2 年度までに策定した個別施設計画に基づき、計画的な更新を行う。（以下略）  イ 耐震化の実施方針        「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、耐震化を進める。  ウ 長寿命化の実施方針        施設の点検、維持管理を適切に実施し、「予防保全」への転換を進める。また、令和 2年度までに策定した個別施設計画に基づき、改修費の平準化を図りながら改修等を進める。        エ 有効活用の実施方針（略）     

 また、中長期整備計画を策定し、計画的な更新を行う。（以下略）  イ 耐震化の実施方針        「県有建築物の耐震改修プログラム」に基づき、耐震改修を進める。  ウ 長寿命化の実施方針        施設の点検、維持管理を適切に実施し、「予防保全」への転換を進める。また、改修に当たっては中長期整備計画を策定し、改修費の平準化を図りながら改修等を進める。        エ 有効活用の実施方針（略）           



新 旧 ⑥住居系施設       (令和 3年 4月 1日現在)    (現状・課題) 県営住宅については、耐用年数が超過している又は 10 年以内に超過する老朽化したものは現在、24団地 あり、うち 13団地が管理戸数 100戸未満の小規模団 地である。また、老朽化している県営住宅の構造は、 木造、簡易耐火造平屋建て又は簡易耐火造二階建ての低層住宅である。 職員公舎は、勤務上、居住の必要性があると認めら れる場合に職員が居住する施設であることから、将来にわたっての必要性を常に検証する必要がある。 （削除）     

⑥住居系施設       (平成 27年 4月 1日現在)    (現状・課題) 県営住宅については、耐用年数が超過している又は10 年以内に超過する老朽化したものは現在、25 団地あり、うち 14 団地が管理戸数 100 戸未満の小規模団地である。また、老朽化している県営住宅の構造は、木造、簡易耐火造平屋建て又は簡易耐火造二階建ての低層住宅である。 職員公舎は、勤務上、居住の必要性があると認められる場合に職員が居住する施設であることから、将来にわたっての必要性を常に検証する必要がある。 職員住宅は、職員の福利厚生施設として職員が居住する施設であり、住宅事情の変化等を踏まえ、原則として廃止し、総量を抑制する必要がある。なお、本県では知事部局の職員住宅は廃止済みであり、教職員住宅については平成 28 年度を目処に廃止する方針である。警察職員住宅についても、今後、縮小・廃止する方針である。  

施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 県営住宅 43 467,635 橿原団地 等 職員公舎 16 7,128 十津川村公舎 等 



新 旧 (これまでの取組) 職員の福利厚生施設として職員が居住する施設である職員住宅について、住宅事情の変化等を踏まえ、警察本部所管の待機宿舎の一部を除き廃止した。  (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        有資格者による建築基準法第 12 条点検等を定期的に実施するとともに、県営住宅に関しては、「奈良県営住宅長寿命化計画」（令和 3 年 4 月改訂）に従って、老朽化した県営住宅は、建替え・集約等を計画的に行うとともに、耐用年数が残る県営住宅については、適切に維持管理や改修を行い、継続して供用する方針である。 職員公舎については、山間部等、周囲に代替できる居住施設のない地域に勤務する職員が、公舎を利用する場合等においては、必要とされる規模を考慮した上で、適切に維持修繕等を行う。 （削除）  

（追加）     (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        県営住宅に関しては、「奈良県営住宅長寿命化計画」（平成 25 年 3 月策定）に従って、老朽化した県営住宅は、建替え・集約等を計画的に行うとともに、耐用年数が残る県営住宅については、適切に維持管理や改修を行い、継続して供用する方針である。   職員公舎については、山間部等、周囲に代替できる居住施設のない地域に勤務する職員が、公舎を利用する場合等においては、必要とされる規模を考慮した上で、適切に維持修繕等を行う。 職員住宅については、原則的に廃止する方向であることから、修繕等の整備費は必要最小限にとどめ  



新 旧   イ 耐震化の実施方針（略）  ウ 長寿命化の実施方針（略）  エ 有効活用の実施方針（略）        ⑦警察施設        (令和 3年 4月 1日現在)       (現状・課題) （中略）交番、駐在所については、地域の警察力を 高め、安全安心を確保する目的のため配置されるものであり、交番は警察官が 24時間体制で交代勤務し、 駐在所は警察官が居住して勤務するものである。近 年、女性を対象とした犯罪及び女性被疑者に的確に対 

るものとする。  イ 耐震化の実施方針（略）  ウ 長寿命化の実施方針（略）  エ 有効活用の実施方針（略）        ⑦警察施設        (平成 27年 4月 1日現在)       (現状・課題) （中略）交番、駐在所については、地域の警察力を高め、安全安心を確保する目的のため配置されるものであり、交番は警察官が 24 時間体制で交代勤務し、駐在所は警察官が居住して勤務するものである。近年、女性を対象とした犯罪及び女性被疑者に的確に対  

施設分類 施設数 延床面積[㎡] 主な施設 警察署 17 43,818 奈良警察署 等 交番 69 5,572 大安寺交番 等 駐在所 107 8,906 佐紀駐在所 等 連絡所 12 781 春日野連絡所 等 検問所 1 19 富雄検問所  特殊施設 16 15,552 交通管制センター  等 待機宿舎 7 9,749 今市待機宿舎 等 



新 旧 応するため、交番への女性警察官の配置を拡大しており、男女別の更衣室などの施設改修が必要となっている。また、老朽化した交番・駐在所が多く、その建替 えに多大な費用が必要となっているため、令和 2 年度に策定した「奈良県警察交番・駐在所最適化指針」に従い、今後計画的に統廃合を進める。（以下略）  (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針        警察署の再編整備が一段落したので、今後は、県民の安全安心を確保するため、警察署の施設機能を維 持できるよう、有資格者による建築基準法第 12 条点検等を定期的に実施するとともに、計画的な更新・修繕等を行う。(以下略)  イ 耐震化の実施方針（略）  ウ 長寿命化の実施方針        県民の安全・安心を守る警察活動を行うための活 

応するため、交番への女性警察官の配置を拡大しており、男女別の更衣室などの施設改修が必要となっている。また、老朽化した交番・駐在所が多く、その建替えに多大な費用が必要となっている。（以下略）    (今後の取組方針) ア 点検・診断、維持管理・更新等に関する実施方針  警察署の再編整備が一段落したので、今後は、県民の安全安心を確保するため、警察署の施設機能を維持できるよう、計画的な更新・修繕等を行う。(以下略)   イ 耐震化の実施方針（略）  ウ 長寿命化の実施方針        県民の安全・安心を守る警察活動を行うための活  



新 旧 動拠点であることから、機能維持のために必要な改 修については、令和 2年度に策定した個別施設計画に基づき、費用の平準化を図りつつ計画的な更新を行う。  エ 有効活用の実施方針（略）        ⑧防災の拠点となる施設 ①～⑦にあげた施設の中で、県は、(削除)       （削除）  

動拠点であることから、機能維持のために必要な改修については、中長期整備計画を策定し、費用の平準化を図りつつ計画的な更新を行う。   エ 有効活用の実施方針（略）        ⑧防災の拠点となる施設 ①～⑦にあげた施設の中で、県は、大規模災害時において救出救護、復旧活動の拠点となる広域防災拠点を予め指定しており、万一、災害が起きた際に、緊急物資等の備蓄機能、被災地域内外からの物資の集積・配送拠点機能、救援・復旧活動に当たる機関の駐屯拠点機能を確保することに努めている。（追加）  図表３－６ 広域防災活動拠点一覧       



新 旧 災害応急対策活動に必要な施設、避難所として位置付けられている施設については、他の施設よりも高い基準の耐震性能を求めるなど、災害が起こった際の安全性に配慮している。（以下略）  図表３．５ 耐震安全性の分類 （図表略）   図表３．６ 耐震安全性の分類及び目標 （図表略）  ３．２．２３．２．２３．２．２３．２．２    インフラ施設インフラ施設インフラ施設インフラ施設     （１）メンテナンスサイクルの構築（略）  （２）インフラ施設マネジメントの実施方針  ①点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）      

災害応急対策活動に必要な施設、避難所として位置付けられている施設については、他の施設よりも高い基準の耐震性能を求めるなど、災害が起こった際の安全性に配慮している。（以下略）  図表３－７ 耐震安全性の分類 （図表略）   図表３－８ 耐震安全性の分類及び目標 （図表略）  ３．２．２３．２．２３．２．２３．２．２    インフラ施設インフラ施設インフラ施設インフラ施設     （１）メンテナンスサイクルの構築（略）  （２）インフラ施設マネジメントの実施方針  ①点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針（略）       



新 旧 ②基準類の整備に関する実施方針（略）            ③資産情報の整理と活用に関する実施方針（略）  ④新技術の活用に関する実施方針（略）           ⑤予算管理に関する実施方針（略）      ⑥体制の構築に関する実施方針（略）  ⑦個別施設計画の策定に関する実施方針      各インフラ施設の特性や維持管理・更新等に係る取 組状況等を踏まえ、個別施設計画を策定した。個別施設計画の策定に当たっては、施設ごとの点検・診断や、その結果を含む情報の蓄積が不可欠であるため、施設ごとにメンテナンスサイクルの取組の進捗状況に応じた対策を講じた上で、計画の策定を行った。公共施設の有効活用を図ることで県民ニーズに応じられる機能を継続的に維持・運営していくため、公共施設の選択と投資の集中を推進する。 

②基準類の整備に関する実施方針（略）            ③情報基盤の整備と活用に関する実施方針（略）  ④新技術の活用に関する実施方針（略）           ⑤予算管理に関する実施方針（略）      ⑥体制の構築に関する実施方針（略）  ⑦個別施設計画の策定に関する実施方針      各インフラ施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況等を踏まえ、個別施設計画の策定を推進する。個別施設計画の策定に当たっては、施設ごとの点検・診断や、その結果を含む情報の蓄積が不可欠であるため、施設ごとにメンテナンスサイクルの取組の進捗状況に応じた対策を講じた上で、計画を策定する。（追加）  



新 旧 (３) インフラ施設の類型ごとの実施方針    ① 道路、河川、砂防、下水道、公園、ヘリポート  これまでインフラ施設の維持修繕については、損傷 が発生した後に補修・補強工事を行う事後保全型の維持管理が中心の対応であったが、今後は計画的かつ効率的な予防保全型インフラメンテナンスへの転換を図ることとする。 令和 2年 12 月 11 日に閣議決定された「防災・減災、国土強靭化のための 5か年加速化対策」では、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策」が重点的に取り組むべき対策として位置づけられており、特に緊急または早期に措置すべきインフラに対して集中的に修繕等の対策を進める。予防保全型インフラメンテナンスへの転換を図るために、以下のア～キに示す実施方針により適切に取組を進める。  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針  全対象施設において点検・診断の結果や利用状況等 

（３）インフラ施設の類型ごとの実施方針  ①道路、河川、砂防、下水道、公園、ヘリポート  これまでインフラ施設の維持修繕については、損傷が発生した後に補修・補強工事を行う「事後保全」型維持管理が中心の対応であったが、今後は計画的かつ効率的な「予防保全」型維持管理への転換を図ることとする。 (追加)「予防保全」型維持管理を推進するために点検⇒診断⇒措置⇒記録（⇒次の点検）というメンテナンスサイクルを構築するため以下のア～キに示す実施方針について適切に取組を進める。      ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針  全対象施設において点検・診断を実施し、その結果  



新 旧 に基づき、優先度を整理した上で、必要な対策を着 実かつ効率的・効果的に実施するとともに、これら の取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次の点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築する。 早期に措置が必要なインフラ施設に対しては、集中的な対応を実施し機能を回復させ、予防保全型インフラメンテナンスへの転換を早期に図る。 予防保全段階にあるインフラに対しては、損傷が軽微なうちに修繕を実施する予防保全型のインフラメンテナンスにより、インフラの長寿命化、将来の維持管理・更新費の抑制を図る。  イ 基準類の整備に関する実施方針  メンテナンスの質の向上、作業の効率化、利用者への影響の最小化、工期の短縮、トータルコストの縮減等の新たな知見や、国の基準を踏まえて、奈良県道路橋定期点検要領等の県独自の基準やマニュアルを検証するとともに必要に応じて更新を図る。  

に基づき、優先度を整理した上で、必要な対策を着実かつ効率的・効果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次の点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築する。  （追加）        イ 基準類の整備に関する実施方針      メンテナンスの質の向上、作業の効率化、（追加）工期の短縮、トータルコストの縮減等の新たな知見や、国の基準を踏まえて、奈良県道路橋定期点検要領等の県独自の基準やマニュアルを検証するとともに必要に応じて更新を図る。   



新 旧 ウ 資産情報の整理と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針  点検・診断の効率化を図るため、国土交通省の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録された技 術を活用する。特に予防保全型インフラメンテナンスを行う上でメンテナンスサイクルの重要な要素である点検・診断及びそれらの記録についてはコスト縮減効果の高い新技術を採用することで、トータルコストの削減や省力化を図る。  オ 予算管理に関する実施方針  点検・診断を通じて把握した劣化・損傷の状況を踏まえ、施設毎に対策費用や対応の緊要性を検討の上、将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討し、計画的に実施することで、維持管理・更 新等に係るトータルコストの縮減を図り、予算の平 準化に努める。 早期に措置が必要なインフラ施設に関しては、国の 

ウ 情報基盤の整備と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針      点検・診断の効率化を図るため、国土交通省の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録された技術を活用する。特に「予防保全」型維持管理を行う上でメンテナンスサイクルの重要な要素である点検・診断及びそれらの記録については情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用し効率化・コスト縮減を図る。   オ 予算管理に関する実施方針  点検・診断を通じて把握した劣化・損傷の状況を踏まえ、施設毎に対策費用や対応の緊要性を検討の上、将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討し、計画的に実施することで、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減を図り、予算の平準化に努める。 （追加）  



新 旧 交付金や個別補助制度、公共施設等適正管理推進事業債の活用等により、予防保全型のインフラメンテナンスサイクルへの転換を進めていく。  カ 体制の構築に関する実施方針  インフラ施設の安全を確保するためには、管理者である県職員がインフラ施設の状態を正確に理解し、適切な時期に適切な修繕を実施することが必要である。このため、（中略） また、県内の市町村によっては、多数のインフラ施設について点検・診断の実施が困難な場合もあることから、市町村から県が点検・診断業務を受託する取組を進める。 インフラ施設の老朽化対策を着実に進めていくため、修繕工事等の担い手の中長期的な確保育成、就労環境改善に向けた取組を推進する。  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  個別施設計画に基づき対策が必要な施設について、 

    カ 体制の構築に関する実施方針  インフラ施設の安全を確保するためには、管理者である県職員がインフラ施設の状態を正確に理解し、適切な時期に適切な修繕を実施することが必要である。そこで、（中略） また、県内の市町村によっては、多数のインフラ施設について点検・診断の実施が困難な場合もあることから、市町村から県が点検・診断業務を受託する取組を進める。 （追加）    キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  点検・診断等の結果を踏まえ、個別施設計画を策定  



新 旧 具体の対応を計画的に投資、推進することにより維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・平準化を図る。 また、今後も施設の点検結果や利用状況、社会情勢の変化等を踏まえ個別施設計画の更新を行う。その際には、将来の維持管理・更新費の見通しや、費用縮減に向けた具体的な方針、優先順位の考え方など、計画内容を充実していく。  ②上水道  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）  イ 基準類の整備に関する実施方針（略）  ウ 資産情報の整理と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針（略）  オ 予算管理に関する実施方針（略） 

し、具体の対応を計画的に投資、推進することにより維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・平準化を図る。 （追加）      ②上水道  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）  イ 基準類の整備に関する実施方針（略）  ウ 情報基盤の整備と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針（略）  オ 予算管理に関する実施方針（略）  



新 旧 カ 体制の構築に関する実施方針（略）  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  「管路」、「コンクリート構造物」、「電気・機械設備」のアセットマネジメント（資産管理）並びに点検・ 診断及び更新・修繕に係る取組を通じて長寿命化計 画を策定しており、必要に応じて見直しする。  ③治山  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）  イ 資産情報の整理と活用に関する実施方針（略）  ウ 予算管理に関する実施方針（略）  エ 体制の構築に関する実施方針（略）   

カ 体制の構築に関する実施方針（略）  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  「管路」、「コンクリート構造物」、「電気・機械設備」のアセットマネジメント（資産管理）並びに点検・診断及び更新・修繕に係る取組を通じて長寿命化計画を策定し、必要に応じて見直しする。  ③治山  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）  イ 情報基盤の整備と活用に関する実施方針（略）  ウ 予算管理に関する実施方針（略）  エ 体制の構築に関する実施方針（略）    



新 旧 オ 個別施設計画の策定に関する実施方針  個々の治山施設については点検・診断のうえ現状 を把握するとともに、これを踏まえ施設毎に機能強化・更新も含めた施設の維持・強化に必要な対策に ついて、求められる機能を将来にわたり適切に発揮 し続けるよう時期や維持・管理内容について整理・ 計画した。  ④土地改良施設  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針  農業用用排水施設、農業用井堰については、施設管理者が行う日常点検を踏まえ、機能診断を実施し、劣化予測を反映させた機能保全計画の作成を行う。 農業用ため池については、老朽化に関する調査、耐震性調査を実施し、改修が必要と判断されたため池について工事推進計画を作成する。 対策の実施にあたっては、農地マネジメントを踏まえた効率的な施設管理、施設の多面的機能を活用した 

オ 個別施設計画の策定に関する実施方針  個々の治山施設については点検・診断のうえ現状を把握するとともに、これを踏まえ施設毎に機能強化・更新も含めた施設の維持・強化に必要な対策について、求められる機能を将来にわたり適切に発揮し続けるよう時期や維持・管理内容について整理・計画することとする。  ④土地改良施設  ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針  （追加）施設管理者が行う日常点検を踏まえ、対策実施者等が定期的な機能診断の結果とそれに基づく劣化予測を反映させた機能保全計画の作成を行う。 （追加）   対策の実施に当たっては、機能保全計画のみならず、農地マネジメントを踏まえ、効率的な維持管理・  



新 旧 多目的利用についても検討していく。   イ 基準類の整備に関する実施方針（略）  ウ 資産情報の整理と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針（略）  オ 予算管理に関する実施方針（略）  カ 体制の構築に関する実施方針  県職員の技術力の継承に向け、国立研究開発法人農業・食品産業総合研究機構等の国の研修に参加するとともに、県・市町村・関係団体とも連携し県内での研修会を積極的に開催する。  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  本計画や国の行動計画を踏まえ、令和 2年度までに 

更新対策を検討していくとともに、施設の多面的機能を活用した他目的利用についても検討していく。  イ 基準類の整備に関する実施方針（略）  ウ 情報基盤の整備と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針（略）  オ 予算管理に関する実施方針（略）  カ 体制の構築に関する実施方針  県職員の技術力の継承に向け、農村工学研究所等の国の研修に参加するとともに、県・市町村・関係団体とも連携し県内での研修会を積極的に開催する。  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  本計画や国の行動計画を踏まえ、各施設管理者等  



新 旧 個別施設計画の策定を行った。 今後は個別施設計画に基づき、計画的に補修・更新を行っていく。 （削除）     ⑤交通安全施設   ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）  イ 基準類の整備に関する実施方針（略）  ウ 資産情報の整理と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針  交通安全施設のライフサイクルコストの削減等に 資するため、信号灯器の LED化などの新技術の導入 

に対して個別施設計画の策定を促していく。 （追加）  個別施設計画を策定する際には、農家や農地の減少等、将来の農業農村の状況を見据えた上で、ライフサイクルコストを算出しトータルコストの縮減と平準化を図る。  ⑤交通安全施設   ア 点検・診断／維持管理・更新等に関する実施方針 （略）  イ 基準類の整備に関する実施方針（略）  ウ 情報基盤の整備と活用に関する実施方針（略）  エ 新技術の活用に関する実施方針  交通安全施設のライフサイクルコストの削減等に資するため、信号灯器のＬＥＤ化などの新技術の導  



新 旧 を図るとともに、確立された新技術について警察庁から提供される情報を積極的に活用する。  オ 予算管理に関する実施方針  カ 体制の構築に関する実施方針  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  交通安全施設の対象資産について、必要に応じて個別施設計画の策定を行った。（以下略）  
第４章第４章第４章第４章    推進体制推進体制推進体制推進体制     ４．１４．１４．１４．１    組織体制組織体制組織体制組織体制     （中略）     

入を図るとともに、確立された新技術について警察庁から提供される情報を積極的に活用する。  オ 予算管理に関する実施方針  カ 体制の構築に関する実施方針  キ 個別施設計画の策定に関する実施方針  交通安全施設の対象資産について、必要に応じて個別施設計画の策定を行う。（以下略）  
第４章第４章第４章第４章    推進体制推進体制推進体制推進体制     ４．１４．１４．１４．１    組織体制組織体制組織体制組織体制     （中略）    



新 旧 図表４．１ ファシリティマネジメント推進に係る組織図          ４．２４．２４．２４．２    情報管理・共有方針情報管理・共有方針情報管理・共有方針情報管理・共有方針     （１）公共施設(略)  （２）インフラ施設  ①道路（略）  ②下水道（略）   

図表４．１ ファシリティマネジメント推進に係る組織図          ４．２４．２４．２４．２    情報管理・共有方針情報管理・共有方針情報管理・共有方針情報管理・共有方針     （１）公共施設(略)  （２）インフラ施設  ①道路（略）  ②下水道（略）   

・総務部担当次長が総括、ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ関係４課長（行政経営・ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長、管財課長、県有施設営繕課長、財政課長）で構成・本部会議に諮る審議案件の事前調整、原案作成事務局事務局事務局事務局本部長：知事副知事、全部局の部局長・ファシリティマネジメントに関する全庁的な方針・計画等についての審議・県有資産の活用・処分等についての審議・各種取組の進捗状況等についての報告 等総務部行政経営・ファシリティマネジメント課【メンバー】【役 割】【庶 務】 ファシリティマネジメント推進本部ファシリティマネジメント推進本部ファシリティマネジメント推進本部ファシリティマネジメント推進本部



新 旧 ③公園  都市公園においては、公園施設の更新・修繕計画を効率的・効果的に行うため、公園長寿命化計画、公園台帳(公園施設 の位置情報)、図面、公園施設の管理履歴等をデータで管理し、適宜情報更新を行っている。    ④上水道（略）  ⑤土地改良施設      農業水利施設の機能診断調査結果やため池の機能診断結果を国及び県・市町村等が会員となり利用している「農地地図情報システム」に入力し、情報の共有化を図るとともに、農地情報と一括に管理することにより農地マネジメントを踏まえた長寿命化対策に資する。  ４．３４．３４．３４．３    他団体との連携他団体との連携他団体との連携他団体との連携     

③公園  都市公園においては、公園施設の更新・修繕計画を効率的・効果的に行うため、公園長寿命化計画、公園台帳(公園施設の位置情報)、図面、公園施設の管理履歴等をデータベース化した「公園管理システム」を平成 26 年度より導入している。現在は、馬見丘陵公園で稼働しており、他の都市公園においても、順次、データ入力を実施しているところである。  ④上水道（略）  ⑤土地改良施設      農業水利施設の機能診断調査結果やため池の一斉点検調査結果を国及び県・市町村等が会員となり利用している「農地地図情報システム」に入力し、情報の共有化を図るとともに、農地情報と一括に管理することにより農地マネジメントを踏まえた長寿命化対策に資する。  ４．３４．３４．３４．３    他団体との連携他団体との連携他団体との連携他団体との連携      



新 旧 （１）公共施設  ①市町村との連携   （中略）なお、市町村における公共施設等が所在するエリ アの将来人口の動向を見通したとき、人口と施設の配置に アンバランスが生じるおそれがあるため、県において、市町村の小地域(字)単位の地域の将来人口推計を行い、施設等 の配置状況について分析できる「奈良県地域別将来人口推計システム」を整備し、市町村でも利用できるようにしている。（以下略）  ②国との連携（略）  （２）インフラ施設  ①道路施設の維持管理における連携（略）  ②河川施設の維持管理における連携  （中略） 

（１）公共施設  ①市町村との連携   （中略）なお、市町村における公共施設等が所在するエリアの将来人口の動向を見通したとき、人口と施設の配置にアンバランスが生じるおそれがあるため、県において、市町村の小地域(字)単位の地域の将来人口推計を行い、施設等の配置状況について分析することとしている。（以下略）    ②国との連携（略）  （２）インフラ施設  ①道路施設の維持管理における連携（略）  ②河川施設の維持管理における連携  （中略）  



新 旧 図表４．２ 参加団体の推移        活動風景        ③道路施設の老朽化対策における連携  道路施設の老朽化対策については、技術支援を求める市町村に対して、県が点検、設計、工事の業務を受託し支援する「奈良モデル」を推進し、市町村の技術力の向上とメンテナ 

図表４．２ 参加団体の推移        活動風景        ③道路施設の長寿命化対策における連携      道路インフラ施設の維持管理については、「奈良モデル」に基づき、市町村相互の連携による「水平補完」や県が町村等の業務を支援する「垂直補完」により事業の効率化を図り、  

追加 



新 旧 ンス業務の促進を図る。また、県全体の道路施設の老朽化対策を推進するため、県内の全ての道路管理者（国、県、市町村、西日本高速道路(株)）で構成する「奈良県道路メンテナンス会議」の場を通して連携を図る。   ④受水市町村との連携  県内の水道事業体においては、水道事業を取り巻く共通の課題である水需要の減少や施設の老朽化などの問題に対処 するため、県と市町村が連携し、県営水道と市町村水道が有する水源、施設、人材、業務などの水道資産を県営水道や簡易水道を含めた県内水道全体（県域水道）で効果的に活用する「県域水道ファシリティマネジメント」を進めている。 また、上水道エリアでは、市町村の浄水場の統廃合や送配水施設の効率化などにより、県域全体での施設最適化・強靱化を目指す「県域水道一体化」の協議を、県・関係市町村等で進めており、令和３年１月 25日には「水道事業等の統合に関する覚書」を締結し、令和６年度までの企業団設立に向け、具体的な検討を進めている。 （削除） 

総合管理計画の策定、同計画の着実な実施を推進する。県内の全ての道路管理者（国、県、市町村、県道路公社、西日本高速道路(株)）で構成する「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」の場を通して連携を深め、県域全体で適正な道路インフラ施設の維持管理の実現を図る。  ④受水市町村との連携  県内の水道事業体においては、水道事業を取り巻く共通の課題である水需要の減少や施設の老朽化などの問題に対処するため、県と市町村が連携し、県営水道と市町村水道が有する水源、施設、人材、業務などの水道資産を県営水道や簡易水道を含めた県内水道全体（県域水道）で効果的に活用する「県域水道ファシリティマネジメント」を進めている。 （追加）      県営水道の給水エリアでは、県・市町村全体で水道施設の  



 新 旧       ⑤土地改良施設における他団体との連携（略）  
投資の最適化を考え、市町村が浄水場を維持し自己水を利用していくのか、県水に転換するのかを検討して、県水転換が有利な場合は県水を利用するために必要な方策（受水地点の増設、送水管の整備、県営水道の残圧利用）を市町村と協議しながら実施している。  ⑤土地改良施設における他団体との連携（略）    


